感染防止対策実施マニュアル（民間救急・介護タクシー版）ver1.1
　　　　参照：総務省消防庁「救急隊の感染防止対策マニュアル（Ver.2.1）」

1. 目的
本マニュアルは、搬送業務に従事する搬送スタッフの職業感染を防止するとともに、車両・資機材を介した利用者（患者）間の二次感染を防止し、安全な搬送環境を維持することを目的とする。
2. 感染防止対策の基本原則（標準予防策）
すべての利用者（患者）の血液、体液、分泌物等は感染性があるものとして扱う（標準予防策の徹底）。
（1） 手指衛生の徹底
以下のタイミングで必ず手指消毒または手洗いを実施する
・処置の前後（移乗、バイタル測定等）
・手袋の着脱前後
・汚染物（体液・使用済み資材）接触後
・利用者（患者）周辺環境（ストレッチャー・車いす等）接触後
（2）個人防護具（PPE：Personal Protective Equipment）の適切な使用
予測されるリスクに応じて適切に選択する
	リスクレベル
	対象例
	PPE

	標準的リスク
	全ての搬送
	サージカルマスク、手袋

	飛沫・接触リスク
	インフルエンザ、ノロ、COVID-19等
	ガウン、ゴーグルまたはフェイスシールド追加

	空気感染リスク
	結核、麻しん、水痘等
	N95マスク（フィットチェック必須）


		
3. 具体的な活動手順
（1）搬送前：準備と防護
① 情報収集（最重要）
予約時または到着時に以下を確認する
・発熱の有無
・咳・嘔吐・下痢の有無
・既往歴、現病歴（不明時は「感染あり」として対応）
・酸素投与・吸引処置の有無
② PPEの装着
・状況に応じた防護具を選択する
・必ず利用者接触時には装着を完了する
③ 車内環境設定
・運転席と後部座席の仕切りを閉鎖する
・空調は「外気導入モード」に設定する
・可能な場合、対角線上の窓を開放し空気の流れを確保する
（2） 搬送中：汚染拡大の防止
① ゾーニングの徹底
・運転席：清潔区域
・後部座席：汚染区域
※運転席に戻る前は必ず👉 手袋を外す → 手指消毒
② 利用者（患者）への協力依頼
・可能な限りマスク着用を依頼する
・咳エチケットを依頼する
③ 処置の制限
・車内での処置は最小限とする
・吸引など飛沫リスクの高い処置は慎重に実施する
（3） 搬送後：脱衣と手指衛生（最重要）
① 脱衣手順（順序厳守）
1.手袋を外す（裏返して脱ぐ）
2.ガウンを脱ぐ（内側から丸める）
3.手指消毒
4.ゴーグル・マスクを紐で外す（前面に触れない）
5.最終手指消毒
👉 PPE脱衣時が最も感染リスクが高い工程である
② 廃棄
・使用済みのPPEは、その場で密閉可能な袋に二重に封入する。
・各自治体および関係機関の規定に基づき、適切に廃棄処理を行う。
（※現場の運用：搬送先機関の許可が得られた場合は、指定の廃棄場所を借用する）
4. 車両・資機材の消毒手順
（1） 高頻度接触部位の消毒
薬剤：70%以上エタノール
対象：ドアレバー（内外）、手すり、ストレッチャー操作部、車いす、シートベルト、タッチパネル等
👉 一方向に拭き上げる（往復禁止）
（2） 体液汚染部位の消毒
薬剤：0.1%次亜塩素酸ナトリウム
手順
1.浸すように拭く
2.10分放置
3.水拭き（腐食防止のため必須）
（3） 空間換気
消毒中および終了後👉 10〜15分以上換気
5. 搬送スタッフの健康管理
・日常管理： 出勤前の体温測定を徹底。体調不良時は乗務禁止とする。
・予防対策： 各種ワクチン（インフルエンザ・B型肝炎等）の接種を推奨する。
6. 結核利用者（患者）搬送時の注意点（空気感染対策）
結核は空気感染を起こす感染症であり、特に厳格な対策が必要である。
（1）基本方針
空気中の微粒子（飛沫核）による感染を防止する。「吸わない・拡散させない」を徹底する。
（2）搬送スタッフの防護
N95マスクを必ず着用し、装着後は必ずフィットチェック（手で覆い漏れを確認）を実施する。
（3）車内環境管理（最重要）
空調は「外気導入モード」固定（内気循環厳禁）とし、窓を対角2箇所以上開放する。
（4）搬送後対応
消毒以上に「十分な換気（15分以上）」を優先する。
7. 感染リスクのある接触（曝露）が発生した際の対応
業務中に以下の事態（曝露）が発生した場合は、速やかに応急処置を行い、医療機関を受診する。
（1）曝露の具体例
・粘膜付着（血液・体液が目・鼻・口に侵入）
・傷口付着（切創・手荒れ部への接触）
・直接曝露（飛沫を無防備で吸入）
（2）応急処置
・皮膚・傷口：流水と石けんで洗浄
・目：多量の流水で洗浄（こすらない）
・口：吐き出し・うがいを繰り返す
（3）受診と報告
・速やかに医療機関を受診する
・「搬送業務中の曝露」である旨を伝える
・管理者へ詳細（5W1H）を報告する
